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（第９０号議案） 

 

 

旧中野刑務所正門移築及び修復工事請負契約に係る契約金額の変更について 

 

 

令和６年２月１６日に議決された令和６年第２２号議案「旧中野刑務所正門移築及び修

復工事請負契約」について、同年１０月２１日に議決された令和６年第７４号議案「旧中

野刑務所正門移築及び修復工事請負契約に係る契約金額の変更について」及び令和７年３

月２１日に議決された令和７年第１９号議案「旧中野刑務所正門移築及び修復工事請負契

約に係る契約金額の変更について」による変更後の契約金額を下記のとおり変更する。 

 

 

1 契約金額 

変更前  金９３２，２９４，０００円 

変更後  金９５１，９２９，０００円 

差 額   金１９，６３５，０００円 

 

 

2 契約者 

  清水建設株式会社 代表取締役 新村達也 

 

 

3 変更する理由 

労務単価等の上昇に伴い、工事請負契約約款第２６条（インフレスライド条項）に基

づき、契約金額を変更する必要がある。 


